




























 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

令和    年度           事業補助金交付申請書 

 

第      号 

令和  年  月  日 

 

（あて先） 

   埼玉県知事 

 （又は管轄の農林振興センター所長） 

 

                      事務所所在地 

                      名    称 

                      代表者氏名                    

 

 下記により令和  年度    事業（    地区）補助金の交付を受けたいので補助金

の交付手続等に関する規則第４条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

２ 経費の配分及び事業計画の概要  （別紙１のとおり） 

３ 事業の完了予定年月日        令和  年  月  日 

４ 収支予算書           （別紙２のとおり） 

５ 交付を受けようとする補助金の額   金         円 

６ 実施設計書             （別添のとおり） 

 

 

（※あて先が管轄の農林振興センター所長となるのは、別表２の１～４に該当する事業のう

ち、補助金の額が１，０００万円未満のとき。） 



別紙１

事 業 名
地区名

（事業主体）
施工年度

都道府
県   費

市  町
村  費

土地改良区
その他

事業量 事業費

　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円 　　　％ 　　　　　円 　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　円

計

（記載要領）

7　申請と実績の金額が異なる場合は、実績報告時に申請金額を上段（　）で記載すること。

5　備考欄には、当該年度の工事の着手及び完了の予定年月並びに事業完了後の施設の予定管理者を記載するとともに、区分（事業主体）ごとに、仕入れに係る消費税相当額につ
いて、これを減額した場合には「減額した金額」を、同相当額がない場合には、「該当なし」と、同相当額が明らかでない場合には、「含税額」とそれぞれ記入する。

6　別表２の事業実施地区にあっては、「国庫補助金」を「県費補助金」、「国庫率」を「県費補助率」、「国庫以外の財源」を「県費補助金以外の財源」とし、県費欄を削除すること。

国庫
補助金　
（交付金）

国庫率

1　費目欄には、工事費の費目の純工事費（本工事費）、測量設計費、船舶及び機械器具費、営繕費、用地費及び補償費、全体実施設計費、ならびに換地費を記載する。
2　工種欄には、事業実施要綱別表の区分欄に掲げられている区分により記載すること
3　事業量欄及び事業費欄には、該当する事業量及び事業費を記載する。
4　国庫補助金（交付金）以外の財源欄には、実質の負担区分に基づき記載する。

本　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　度

国庫補助金（交付金）以外の財源
翌 年 度 以 降

備　考
事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

申　請　・　実　績
（どちらかに○）

（注）添付書類　土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金返還措置（昭和４４年５月２４日付け４４農地Ａ第８２６号農林事務次官通達）に係る返還対象事業にあっては、地区内にお
ける国庫補助金の振分けの基準を記載した書面（ただし、実績報告書提出時のみ）を添付すること。

経費の配分及び事業計画の概要
　　
　　
　　

　　　　　　　年度 ～　　　　　　　　年度

費　目 工　種

総　　　量 前 年 度 ま で



別紙２

収支予算書

区　　分 事業費
国庫補助金 
（交付金）

国庫率 県費 市町村費
土地改良区
・その他費

備　考

　　　　　　　円　　　　　　円　　％ 　　　　　　円　　　　　円　　　　円

工事費

　　　　　　計

予算議決（又は予算議決予定）　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

※別表２の事業実施地区においては、「国庫補助金（交付金）」及び「国庫率」をそれぞれ「県費
補助金」、「県費補助率」とし、県費欄を削除すること。



様式第２－１号（第５条関係 別表第１） 

 
  
      令和  年度               補助金交付決定通知書 
 
                                    第     号 
                                令和  年  月  日 
             様 
 
 
                        埼玉県知事 
 
 
 令和  年  月  日付け  第   号で申請のあった補助金については下記のとおり交

付する。 
記 

１ 補助事業費及び補助金の額は、次のとおりである。 
     補助事業費         円 
                        
     補助金の額         円 
                        
 ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業費及び補助金の額については、

別に通知するところによるものとする。 
２ 支払方法 （※精算払、概算払、前金払 から記載） 
３ 補助金の確定額は、次の各号より算出した額を比較して、いずれか低い額とする。 
（１） 補助金の額（変更された場合は、変更された額とする） 
（２） 補助事業者が、当該補助事業に要した実支出に補助率を乗じて得た額 
４ 補助事業に要する経費の配分、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をす

る場合においては、別記変更承認申請書により知事の承認を受けること。ただし、補助金の額

が増減する場合を除き、該当する国の補助事業の要綱要領等に規定する軽微な変更においては

この限りではない。 
５ 実績報告書の提出期限 補助事業の完了の日から起算して２０日を経過した日又は、補助金

の交付の決定に係る会計年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

６ 補助事業者が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、文書により速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 
７ 補助事業者は、補助事業に係る受益地の全部又は一部が当該事業につき土地改良法（昭和２



４年法律第１９５号）第１１３条の２第２項の公告のあった日（その公告において、工事完了

の日が示されたときは、その示された日）、土地改良法によらない事業にあっては工事の完成検

査日の属する年度の翌年度から起算して８年以内に農地でなくなった場合には、その転用の規

模が小さいこと等の理由により、知事が別に定める場合を除き、補助金のうち、次の表に掲げ

る補助金返還額の算出方法により算出される金額（知事がこれより低い金額を定めたときはそ

の定めた金額）に相当する部分を県に返還しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
８ 知事の承認を得て補助事業により取得した機械を貸付けする場合には、当該機械の購入費の

額から受けた補助金に相当する額を控除した額の償却と、維持管理に要する経費の額を限度と

した貸付料でなければならない。 
９ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完了後

においても知事が別に定める期間内は善良な管理者の注意をもって管理するとともに補助金の

交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図るとともに、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を

受けなければならない。 
  なお、当該処分により、収入があった場合は、その収入の一部を県に納付させることがある 
10 補助事業を中止し、又は廃止した場合において、当該事業により取得した工事用材その他の 
 物件が残存するときは、品目、数量、金額及び処分の方法を知事に報告して、その指示を受け

なければならない。 
  なお、当該処分により、収入があった場合は、その収入の一部を県に納付させることがある。 
11 この補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）に規定する間接補助金等であり、同法、同法施行令（昭和３０年政令第２５５号）、農林畜

水産業関係補助金交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）及び国の関係補助金（交付金）交

付要綱に従わなければならない。 
 
注）一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和 44 年 5 月 24 日 44
農地Ａ第 826 号）、土地改良事業の受益地の開田等に伴う補助金の返還措置について（昭和 45
年 7 月 4 日 45 農地Ａ第 2001 号）において補助金返還の対象とする土地改良事業に掲げる事業

以外の事業の場合は、記７を削除するものとする。 
 

補 助 金 返 還 額 の 算 出 方 法 
 
    C  A  ： 返還対象補助金の総額 

A×―  B  ： 受益地の総面積 
   B  C  ： 転用（又は開田）受益地の面積 



様式第２－２号（第５条関係 別表第２） 

 

  

      令和  年度           事業補助金交付決定通知書 

 

                                    第     号 

                                令和  年  月  日 

             様 

 

 

                        埼玉県知事 

        （又は     農林振興センター所長） 

 

 令和  年  月  日付け  第   号で申請のあった（        地区）補助金

については下記のとおり交付する。 

記 

１ 補助事業費及び補助金の額は、次のとおりである。 

     補助事業費         円 

                        

     補助金の額         円 

                        

 ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業費及び補助金の額については、

別に通知するところによるものとする。 

２ 支払方法 （※精算払、概算払、前金払 から記載） 

３ 補助金の確定額は、次の各号より算出した額を比較して、いずれか低い額とする。 

（１） 補助金の額（変更された場合は、変更された額とする） 

（２） 補助事業者が、当該補助事業に要した実支出に補助率を乗じて得た額 

４ 補助事業に要する経費の配分、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をす

る場合においては、別記変更承認申請書により知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる

以外の変更はこの限りではない。 

（１） 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 

（２） 工種の新設、変更又は廃止 

（３） 工種別の事業量の 30 パーセントを超える増減 

５ 実績報告書の提出期限 補助事業の完了の日から起算して２０日を経過した日又は、補助金

の交付の決定に係る会計年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

６ 補助事業者が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、文書により速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 



７ 補助事業者は、補助事業に係る受益地の全部又は一部が当該事業につき土地改良法（昭和２

４年法律第１９５号）第１１３条の２第２項の公告のあった日（その公告において、工事完了

の日が示されたときは、その示された日）、土地改良法によらない事業にあっては工事の完成検

査日の属する年度の翌年度から起算して８年以内に農地でなくなった場合には、その転用の規

模が小さいこと等の理由により、知事が別に定める場合を除き、補助金のうち、次の表に掲げ

る補助金返還額の算出方法により算出される金額（知事がこれより低い金額を定めたときはそ

の定めた金額）に相当する部分を県に返還しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 知事の承認を得て補助事業により取得した機械を貸付けする場合には、当該機械の購入費の

額から受けた補助金に相当する額を控除した額の償却と、維持管理に要する経費の額を限度と

した貸付料でなければならない。 

９ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完了後

においても知事が別に定める期間内は善良な管理者の注意をもって管理するとともに補助金の

交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図るとともに、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を

受けなければならない。 

  なお、当該処分により、収入があった場合は、その収入の一部を県に納付させることがある 

10 補助事業を中止し、又は廃止した場合において、当該事業により取得した工事用材その他の 

 物件が残存するときは、品目、数量、金額及び処分の方法を知事に報告して、その指示を受け

なければならない。 

  なお、当該処分により、収入があった場合は、その収入の一部を県に納付させることがある。 

 

注１）補助事業が別表第２（以下「別表第２」）の事業等の区分欄１から５に掲げる事業の場合は、

記４中（３）を次のように変更し、用いるものとする。 

（３）工種別の事業量の 20 パーセントを超える増減 

注２）一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和 44 年 5 月 24 日

44 農地Ａ第 826 号）、土地改良事業の受益地の開田等に伴う補助金の返還措置について（昭

和 45 年 7 月 4 日 45 農地Ａ第 2001 号）及び県費単独土地改良事業の受益地の転用に伴う補

助金の返還措置について（平成 7 年 11 月 27 日通達耕第 1224 号）において補助金返還の対

象とする土地改良事業に掲げる事業以外の事業の場合は、記７を削除するものとする。 

 

補 助 金 返 還 額 の 算 出 方 法 

 

    C  A  ： 返還対象補助金の総額 

A×―  B  ： 受益地の総面積 

   B  C  ： 転用（又は開田）受益地の面積 



別記  
 

令和   年度    事業変更等承認申請書  
 

第     号  
令和  年  月  日  

（あて先）  
     埼玉県知事  
 
 
                     事業所所在地  
                     名    称  
                                         代 表 者 氏 名         
                                       
 
 令和  年  月  日付け第  号で補助金交付決定の通知を受けた事業

（  地区）について、別紙理由により変更（事業の中止、廃止）承認を受けた

いので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。  
 
 

記  
 
１ 経費の配分及び事業計画の概要     （別紙１のとおり）  
２ 収支予算書              （別紙２のとおり）  
３ 交付を受けようとする補助金の額    金       円  
４ 理由書                （別紙のとおり）  
５ 変更設計書              （別紙のとおり）  
 

 
 
 

注．別紙１及び別紙２は、それぞれ様式第 1 号又は２号の別紙１及び別紙２に準

じて作成し、申請内容の変更部分については変更前の内容を括弧書きで上段に、

変更後の内容を下段に記載すること。  
 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

令和  年度      事業遂行状況報告書 

 

第     号 

令和  年  月  日 

（あて先） 

     埼玉県知事 

 （又は管轄の農林振興センター所長） 

 

                      事業所所在地 

                      名    称 

                                           代 表 者 氏 名                

 

 

  令和  年  月  日付け  第  号で補助金交付決定の通知を受けた標記

事業（  地区）の遂行状況について、補助金等の交付手続等に関する規則第１１

条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 事業遂行状況（別紙のとおり） 

 ２ 事 業 着 手           令和  年  月   日 

 ３ 事業完了予定  令和  年  月   日 

 

 

 

 

※あて先は、申請書と同一とする。 

 



別紙

１　収支の状況

(１）収入の部

予　算　額 収入済額 収入未済額

　　   　　円 　　   　　円 　　   　　円

（２）支出の部

予　算　額 支出済額 支出未済額

　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　　円

２　事業別状況

(B)

事業量 事業費（A） 事業量 事業費（B） (A)

　　　　　円 　　　　　円

事 業 遂 行 状 況

備　　考

備　考費　　　目
出 来 高

進捗率

備　　考

実 施 計 画

　注　　「区分」欄については、様式第１号の別紙２の区分に準じて記入すること。

区　　　　　分

区　　　　　分



 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

令和  年度      事業実績報告書 

 

第     号 

令和  年  月  日 

（あて先） 

     埼玉県知事 

 （又は管轄の農林振興センター所長） 

 

                       事業所所在地 

                       名    称 

                                            代 表 者 氏 名                

 

 

 令和  年  月  日付け第  号で補助金交付決定の通知を受けた 

事業（    地区）が完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の

規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。（なお、精算返還額は、      

円です。） 

 

記 

 

１ 事業の目的  

２ 補助事業の成果           （別紙１及び別紙２のとおり） 

３ 収支精算書                          （別紙３のとおり） 

４ 事業完了年月日                       令和  年  月  日 

５ 出来高設計書            （別添のとおり） 

 

注 別紙１は、様式第１号の別紙１とし、申請内容を括弧書きで上段に、事業実績内容 

 を下段に記載すること。 

※あて先は、申請書と同一とする。 



別紙　２

検　　　査
年　月　日

検査責任
者職氏名

　　　　円 　　　　円

数　　量 単　　価 金　　額

３　財産管理台帳（規則第１９条第１の財産、要綱第８条第１項の財産）

耐　　用
年　　数

処分制限
年　月　日

処分の
類　別

処分
年月日

補助金
返済額

        円

単　価 取得金額
検収又は取得
　年　月　日

地区名

備考

1　請負及び竣工検査調書

事業名 地区名 事業主体 名　　称

　　注 　１　数年にわたって施行する施設については、完成した年度で記載するものとし、備考欄に施工期間を記載すること。
　　　　　２　備考欄に、当該事業に係る補助率等を記載すること。

　　注 　１　地区名の下に括弧書きで事業主体名を記入すること。

処分制限期間 処分の状況

形状寸法 数　量

設計金額

名　　称 形状寸法
検収又は取得
年　　月　　日

　　注 　１　地区名の下に事業主体名を括弧書きで記入すること。
　　　　　２　備考欄には県確認検査年月日及び検査員を記載すること。

２　残材料調書

構造又は
工　　　法

地区名 契約方式
請負人
氏　　名

備　　考事業量 請負金額

備　　　　考

着工　年　月　日
竣工　年　月　日

竣工検査

区　分 施工箇所



別紙　３

１　補助金精算

事　業　名 工　種
補助金決定

額
補助事業費
総　　　　額

補助率
精算補助額

　（Ａ）
補助金受領額

　　（Ｂ）

差引補助金
返還額
（ＢーＡ）

　　　　　円 　　　　　　円 ％ 　　　　円 　　　　　　　円 　　　　　　　　円

工事費

計

２　収入の部

差引増（△）減

円

３　支出の部

差引増（△）減

円円 円

区　　　　　分 支　出　予　算　額 支　出　済　額

収支精算書

区　　　　　分 収　入　予　算　額 収　入　済　額

円 円



 

 

様式第４号の２（第７条関係） 

 

令和  年度      事業年度終了実績報告書 

 

第     号 

令和  年  月  日 

（あて先） 

     埼玉県知事 

   （又は管轄の農林振興センター所長） 

 

                      事業所所在地 

                      名    称 

                                          代 表 者 氏 名                

 

 

 令和  年  月  日付け第  号で補助金の交付決定の通知を受けた令和 

 年度における     事業（    地区）について、補助金等の交付手続等に関

する規則第１３条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あて先は、申請書と同一とする。 

 



別紙

事業名

事業量 事業費 補助金 事業量 事業費 補助金 事業費 補助金

円 円 円 円 円 円

出来
高率

　年度以降
予定出来高 完   了

予   定
年月日

摘要

注１　補助金欄には、補助金の額のうち県費に係る分を括弧書きで上段に、補助金の額を下段に記載す
     ること。

地区名 費目 工種

実施計画 年度出来高



 

 

様式第４号の３（第７条関係） 

 

令和  年度消費税仕入控除税額報告書 

 

第     号 

令和  年  月  日 

（あて先） 

     埼玉県知事 

  （又は管轄の農林振興センター所長） 

 

 

                       事業所所在地 

                       名    称 

                                            代 表 者 氏 名                

 

 

 令和  年  月  日付け第  号で補助金の交付決定の通知を受けた   事業

（    地区）補助金について、埼玉県土地改良事業関係補助金交付要綱第 7 条の規

定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金等の交付手続等に関する規則 

    （昭和４０年埼玉県規則第１５号） 

第１４条の補助金の額の確定額            金        円 

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額     金        円 

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除額     金        円 

４ 補助金返還相当額（３－２）             金         円 

 

※あて先は、申請時と同一とする。 

 



耐用年数
処分制限
年月日

処分の種別
処分年月
日

補助金返還額

円 円

名称 形状寸法
処分制限期間 処分

事業名

別記様式第5号（第9条 関係）

財産管理台帳

数量 単価 取得金額
検収又
は、取得
年月日

地区名 事業主体



 

 

様式第６号（第 11 条関係） 

 

契約に係る指名停止に関する申立書 

 

第     号 

令和  年  月  日 

 

     補助事業者   様 

 

 

                       事業所所在地 

                       名    称 

                                            代 表 者 氏 名                

 

 

 当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加又は申込みに当たって、当該契約の履行地域

について、現在、農林水産省の機関又は地方公共団体から○○契約に係る指名停止の措

置等を受けていないことを申し立てます。 

 また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議

は一切申し立てません。 

 

（注１）○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。 

（注２）この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方 

   支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。 

    ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総 

   合事務局を含む。 

（注３）「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取 

   引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金の納付命令を受けた者であって、 

   その命令の同一事案において他社が農林水産省の期間から履行地域における指名停止措 

   置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。 

    なお、当該命令を受けた日から、他社が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間 

   を経過した場合は、この限りでない。 


